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令和５(2023)年
３月10日(金)
第386号

令和５（2023）年３月10日　金曜日

告 示
栃木県告示第74号
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第９条第１項の規定による一般廃棄物処理施
設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請があったので、同条第２項において準用する同法第８条第４項
の規定により次のとおり告示する。
　なお、同法第９条第２項において準用する同法第８条第４項の規定により当該申請に係る書類を縦覧に供す
るので、同法第９条第２項において準用する同法第８条第６項の規定により、利害関係を有する者は、令和５
（2023）年４月24日までに栃木県県東環境森林事務所長に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出するこ
とができる。
　　令和５（2023）年３月10日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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１　申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
栃木ハイトラスト株式会社　代表取締役　長野　榮夫
栃木県真岡市鬼怒ケ丘18番地３

２　一般廃棄物処理施設の設置の場所
栃木県真岡市鬼怒ケ丘18番３

３　一般廃棄物処理施設の種類
ごみ処理施設（焼却施設）

４　一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類
可燃ごみ、不燃ごみ及び感染性一般廃棄物

５　申請年月日
令和５（2023）年２月６日

６　縦覧場所
　栃木県環境森林部資源循環推進課、栃木県県東環境森林事務所環境部環境対策課、真岡市市民生活部環境
課及び上三川町地域生活課
７　縦覧期間
令和５（2023）年３月10日から同年４月10日までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

８　縦覧時間
午前８時30分から午後５時15分まで

９　意見書の記載事項
⑴　意見書を提出する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
⑵　一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人
にあっては、その代表者の氏名
⑶　一般廃棄物処理施設の設置の場所
⑷　一般廃棄物処理施設の設置に関する利害関係の内容
⑸　生活環境の保全上の見地からの意見
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第75号
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第15条第１項の規定による産業廃棄物処理施
設の設置の許可の申請があったので、同条第４項の規定により次のとおり告示する。
　なお、同項の規定により当該申請に係る書類を縦覧に供するので、同条第６項の規定により、利害関係を有
する者は、令和５（2023）年４月24日までに栃木県県東環境森林事務所長に生活環境の保全上の見地からの意
見書を提出することができる。
　　令和５（2023）年３月10日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
栃木ハイトラスト株式会社　代表取締役　長野　榮夫
栃木県真岡市鬼怒ケ丘18番地３

２　産業廃棄物処理施設の設置の場所
栃木県真岡市鬼怒ケ丘18番３

３　産業廃棄物処理施設の種類
焼却施設

４　産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
　燃え殻、汚泥（特別管理産業廃棄物を含む。）、廃油（特別管理産業廃棄物を含む。）、廃酸（特別管理産業
廃棄物を含む。）、廃アルカリ（特別管理産業廃棄物を含む。）、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維く
ず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず（付着物に限る。）、ガラスくず、コンクリート
くず、陶磁器くず、がれき類（付着物に限る。）、動物のふん尿、ばいじん（付着物に限る。）、政令第13号廃
棄物及び感染性産業廃棄物
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５　申請年月日
令和５（2023）年２月６日

６　縦覧場所
　栃木県環境森林部資源循環推進課、栃木県県東環境森林事務所環境部環境対策課、真岡市市民生活部環境
課及び上三川町地域生活課
７　縦覧期間
令和５（2023）年３月10日から同年４月10日までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

８　縦覧時間
午前８時30分から午後５時15分まで

９　意見書の記載事項
⑴　意見書を提出する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
⑵　産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者
の氏名
⑶　産業廃棄物処理施設の設置の場所
⑷　産業廃棄物処理施設の設置に関する利害関係の内容
⑸　生活環境の保全上の見地からの意見

（資源循環推進課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第76号
　次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定に
より告示する。
　　令和５（2023）年３月10日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　保安林予定森林の所在場所
　真岡市道祖土字下入山４、11-１、字水口５-１、12、13、字根柄18-１、19、20-１、20-２、21、25-５、
25-10、27-１、27-３、28-１、字狭間38-１、40、41-１、41-２、字地蔵山71-１、字根廻り87-１、阿部岡
字大久保274-１、字根河原287-１、字源堂地333、字棒山360、字ヌカタケ入366-３、366-４、367、字高明
380-１、380-２、字立ケ入381
２　指定の目的
水源の涵

かん

養
３　指定施業要件
⑴　立木の伐採の方法
ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で
定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種
次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を栃木県庁及び真岡市役所に備え置いて縦覧に供する。）
（森林整備課）　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第77号
　社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号）附則第27条第１項の規定による登録特定行為事業者の
登録をしたので、同条第２項において準用する同法第48条の８の規定により次のとおり公示する。
　　令和５（2023）年３月10日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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登 録 番 号

事 業 者 事 業 所
登 録 の
年 月 日

特 定 行 為
の 種 別氏名又は名称

住 所 又 は
主たる事務所 
の 所 在 地

名 称 所 在 地

091200021 医療法人桂慈会 栃木県芳賀郡
益子町大字塙
316番地

シルバーケア
ホームのぞみ

栃木県芳賀郡
益子町大字塙
316番地

令 和 ５
（2023）年
３月１日

口腔内の喀
痰吸引、鼻
腔内の喀痰
吸引、気管
カニューレ
内部の喀痰
吸引、胃ろ
う又は腸ろ
うによる経
管栄養、経
鼻経管栄養

───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第78号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス事業者を指定したので、同
法第78条の規定により次のとおり公示する。
　　令和５（2023）年３月10日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事業所番号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指定居宅サービス事業所 指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0970803136 株式会社やさしい手
代表取締役
香取　幹

やさしい手小山訪
問介護事業所

小山市駅南町二丁
目17番地２

令 和 ５
（2023）年
２月１日

訪問介護

───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第79号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項の規定により指定居宅サービス事業者から指定居宅サー
ビスの事業の廃止の届出があったので、同法第78条の規定により次のとおり公示する。
　　令和５（2023）年３月10日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事業所番号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指定居宅サービス事業所 廃 止 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0972100721 株式会社Sho
代表取締役
小堀　勝司

Shoケアサービス 河内郡上三川町上
三川4726番地44ベ
ルホームⅡB203

令 和 ４
（2022）年
７月１日

訪問介護

0970801817 株式会社太陽
代表取締役
飯嶋　武夫

サンリビングたい
よう

小山市羽川76番地 令 和 ４
（2022）年
11月30日

訪問介護

0970803110 株式会社Ｖａｒｉ
代表取締役
小泉　安史

土屋訪問介護事業
所小山センター

小山市城東五丁目
30番地２号セント
ポール103号室

令 和 ４
（2022）年
11月30日

訪問介護

0971001318 株式会社ナイスケアリン ナイスケアリング 大田原市本町一丁 令 和 ４ 訪問介護
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グ
代表取締役
奥村　友

大田原 目2714番地ビルラ
ポール１Ｆ-Ｂ

（2022）年
７月31日

0971100664 株式会社ワールドステイ
代表取締役
岡田　隆

デイサービスセン
ター春日和やすら
ぎ

矢板市矢板211番
地

令 和 ４
（2022）年
10月31日

通所介護

0970301859 株式会社レオパレス２１
代表取締役
宮尾　文也

あずみ苑栃木大町 栃木市大町25番地
27

令 和 ４
（2022）年
10月31日

通所介護

0970401360 株式会社レオパレス２１
代表取締役
宮尾　文也

あずみ苑関川 佐野市関川町325
番地２

令 和 ４
（2022）年
10月31日

通所介護

0951180025 医療法人社団為王会
理事長
尾形　享一

介護老人保健施設
かさね

矢板市中2011番地
４

令 和 ４
（2022）年
９月30日

通所リハビ
リテーショ
ン

0970301859 株式会社レオパレス２１
代表取締役
宮尾　文也

あずみ苑栃木大町 栃木市大町25番地
27

令 和 ４
（2022）年
10月31日

短期入所生
活介護

0970401360 株式会社レオパレス２１
代表取締役
宮尾　文也

あずみ苑関川 佐野市関川町325
番地２

令 和 ４
（2022）年
10月31日

短期入所生
活介護

0972100671 有限会社上三川サービス
アンドサポート
代表取締役
小口　すず子

ショートステイ三
本木

河内郡上三川町三
本木411番地４

令 和 ４
（2022）年
10月31日

短期入所生
活介護

0970500807 株式会社レオパレス２１
代表取締役
宮尾　文也

あずみ苑鹿沼 鹿沼市貝島町595
番地５

令 和 ４
（2022）年
10月31日

短期入所生
活介護

0951180025 医療法人社団為王会
理事長
尾形　享一

介護老人保健施設
かさね

矢板市中2011番地
４

令 和 ４
（2022）年
９月30日

短期入所療
養介護

───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第80号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５第２項の規定により指定介護予防サービス事業者から指定
介護予防サービスの事業の廃止の届出があったので、同法第115条の10の規定により次のとおり公示する。
　　令和５（2023）年３月10日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事業所番号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指定介護予防サービス事業所 廃 止 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0951180025 医療法人社団為王会
理事長
尾形　享一

介護老人保健施設
かさね

矢板市中2011番地
４

令 和 ４
（2022）年
９月30日

介護予防通
所リハビリ
テーション

0972100671 有限会社上三川サービス
アンドサポート
代表取締役
小口　すず子

ショートステイ三
本木

河内郡上三川町三
本木411番地４

令 和 ４
（2022）年
10月31日

介護予防短
期入所生活
介護
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0970301859 株式会社レオパレス２１
代表取締役
宮尾　文也

あずみ苑栃木大町 栃木市大町25番地
27

令 和 ４
（2022）年
10月31日

介護予防短
期入所生活
介護

0970401360 株式会社レオパレス２１
代表取締役
宮尾　文也

あずみ苑関川 佐野市関川町325
番地２

令 和 ４
（2022）年
10月31日

介護予防短
期入所生活
介護

───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第81号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第99条第２項の規定により介護老人保健施設の開設者から介護老人保
健施設の廃止の届出があったので、同法第104条の２の規定により次のとおり公示する。
　　令和５（2023）年３月10日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事業所番号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

介 護 老 人 保 健 施 設 廃 止 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0951180025 医療法人社団為王会
理事長
尾形　享一

介護老人保健施設
かさね

矢板市中2011番地
４

令 和 ４
（2022）年
９月30日

介護老人保
健施設

（高齢対策課）　
───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第82号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した
ので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和５（2023）年３月10日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 名 認 可 年 月 日

鬼 怒 川 左 岸 土 地 改 良 区 令和５（2023）年２月21日

大 山 土 地 改 良 区 令和５（2023）年２月17日

（農地整備課）　
───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第83号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和５（2023）年３月10日から同年４月10日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和５（2023）年３月10日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　蛭田喜連川線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

167 前 さくら市穂積字上沢1470-70から
さくら市穂積字広沢1521-２まで 5.8 ～ 8.6 1140.0



（141）栃 木 県 公 報 第386号令和５（2023）年３月10日　金曜日

後 さくら市穂積字上沢1470-70から
さくら市穂積字広沢1521-２まで 9.7 ～ 21.3 1140.0

Ⅱ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　大田原氏家線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

194
前 さくら市箱森新田字東原387-２から

さくら市氏家字下野3220-１まで 9.6 ～ 14.9 1853.1

後 さくら市箱森新田字東原387-２から
さくら市氏家字下野3220-１まで 9.6 ～ 15.9 1853.1

Ⅲ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　仙波鍋山線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

202
前 佐野市仙波町字皆ヶ作1500-５から

佐野市仙波町字皆ヶ作1500-５まで 17.6 ～ 22.7 96.8

後 佐野市仙波町字皆ヶ作1500-５から
佐野市仙波町字皆ヶ作1500-５まで 21.1 ～ 29.1 96.8

Ⅳ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　桐生岩舟線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

294
前 佐野市相生町2835から

佐野市相生町25まで 22.3 ～ 26.7 12.5

後 佐野市相生町2835から
佐野市相生町25まで 22.3 ～ 29.6 12.5

───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第84号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和５（2023）年３月10日から同年４月10日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和５（2023）年３月10日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

177 主 要 地 方 道
羽生田上蒲生線

下都賀郡壬生町大字国谷296-１から
下都賀郡壬生町大字国谷295-１まで

令和５（2023）年
３月13日12時
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202 一 般 県 道
仙 波 鍋 山 線

佐野市仙波町字皆ヶ作1500-５から
佐野市仙波町字皆ヶ作1500-５まで

令和５（2023）年
３月10日

294
主 要 地 方 道
桐 生 岩 舟 線

佐野市相生町2835から
佐野市相生町25まで

令和５（2023）年
３月10日

───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第85号
　車両制限令（昭和36年政令第265号）第３条第１項第２号イの規定により、通行する車両の総重量の最高限
度が車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路を次のとおり指定するので、車両の通行の許可の手続等
を定める省令（昭和36年建設省令第28号）第２条の規定により公示する。
　　令和５（2023）年３月10日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　道路の種類、路線名及び指定する道路の区間

道路の種類 路 線 名 指 定 す る 道 路 の 区 間

県 道

鹿沼下野線 下野市上古山字柳町209-２から
下野市下古山字若林3260-45まで

羽生田上蒲生線 下都賀郡壬生町あけぼの町74-81から
下野市上古山字柳町209-２まで

羽生田上蒲生線 下野市下古山字若林3260-45から
下野市下古山字上ノ原2498-15まで

２　指定する期日
令和５（2023）年４月１日

（道路保全課）　
───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第86号
　栃木県収入証紙条例（昭和25年栃木県条例第46号）第６条の規定により、栃木県収入証紙を売りさばく者と
して次の者を指定したので、同条例第14条の規定により公告する。
　　令和５（2023）年３月10日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

指 定 年 月 日 氏 名 又 は 名 称 売 り さ ば き 場 所

令和５（2023）年２月23日 峯尾　修 宇都宮市東宿郷二丁目２-１
ビッグ・ビー　スクエア
ファミリーマート宇都宮駅東口店

（会計局会計管理課）　
───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○土地改良区役員の退任
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次のとおり土地改良区の役員について退
任の届出があったので、同条第18項の規定により公告する。
　　令和５（2023）年３月10日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地
改 良 区 名

役職名
退 任 役 員
氏 名

就 任 役 員
氏 名

住 所
退 任
年 月 日

就 任
年 月 日
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喜 連 川
土地改良区 理　事 野上　春夫 さくら市鷲宿119

令 和 ４
（2022）.
11.29

（農地整備課）　
───────────────────────────────────────────────
　　　○都市計画変更図書の写しの縦覧
　大田原市が都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第19条第１項の規定に
より令和５（2023）年２月14日に変更した、大田原都市計画道路の関係図書の写しを同法第21条第２項におい
て準用する同法第20条第２項の規定により、栃木県県土整備部都市計画課において縦覧に供する。
　　令和５（2023）年３月10日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
───────────────────────────────────────────────
　　　○開発行為の工事完了
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、開発行為に関する工事の完了に係る検査
済証を交付したので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和５（2023）年３月10日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

開 発 区 域
（工区に含まれる地域の名称）

開 発 許 可 を 受 け た 者

住 所 氏 名

芳賀郡芳賀町大字稲毛田字屋敷添1062番３ 真岡市熊倉町4763番地２アルワクト
Ｃ205号

山 　 本 　 悠 　 太
山 　 本 　 亜 　 紀

下都賀郡壬生町大字安塚字南原1130番７ 下都賀郡壬生町至宝二丁目２番22号
アンジュールＢ201

菅 　 野 　 奈 穂 美
菅 　 野 　 靖 　 幸

塩谷郡高根沢町大字飯室字日向243番 宇都宮市石井町2340番地52 冨 　 田 　 真 　 也

塩谷郡高根沢町大字上高根沢字向戸1261番３ 塩谷郡高根沢町大字上高根沢355番
地

大 　 塚 　 雅 　 裕

（都市計画課）　
───────────────────────────────────────────────

選挙管理委員会
栃木県選挙管理委員会告示第４号
　公職選挙法（昭和25年法律第100号）第161条第１項第３号の規定に基づく個人演説会、政党演説会又は政党
等演説会の施設の指定を取り消した旨、次のとおり報告があったので、告示する。
　　令和５（2023）年３月10日

栃木県選挙管理委員会委員長　　伊　　藤　　　　　勤　　

選 挙 管 理 委 員 会 名 取り消した施設の名称 取 り 消 し た 施 設 の 所 在 地

芳賀町選挙管理委員会 芳賀町体育館 芳賀郡芳賀町大字祖母井570

───────────────────────────────────────────────

監 査 委 員
栃木県監査委員告示第２号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項、第２項及び第４項の規定並びに栃木県監査委員監査基
準に基づく監査を執行したので、同条第９項の規定により、その結果を次のとおり公表する。
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　　令和５（2023）年３月10日
栃木県監査委員　　森　　澤　　　　　隆　　
　　　同　　　　　鎌　　形　　俊　　之　　
　　　同　　　　　三　　森　　文　　徳　　
　　　同　　　　　琴　　寄　　昌　　男　　

第１　監査の対象
　地方自治法第199条第１項に規定する財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに同条
第２項に規定する事務の執行（以下「財務及び事務の執行」という。）について、原則として令和３
（2021）年度執行分のほか、必要に応じ、他年度の執行分も対象とした。

第２　監査の実施内容
　監査の対象とした財務及び事務の執行が、法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げ、そ
の運営及び組織が合理的であるかに主眼をおき、証拠書類等を照合し、必要な資料の提出を求め、関係職
員の説明を聴取するなどの方法により監査を実施した。

第３　監査の結果
　監査の結果は次のとおりである。
（総合政策部）

監 査 対 象 機 関 名 監 査 年 月 日 監 査 の 結 果

東 京 事 務 所 令和４（2022）年11月18日 〔注意事項〕
計１件（収入・支出事務１件）

（経営管理部）

監 査 対 象 機 関 名 監 査 年 月 日 監 査 の 結 果

総 務 事 務 セ ン タ ー 令和４（2022）年11月７日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

真 岡 県 税 事 務 所 令和４（2022）年11月10日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

栃 木 県 税 事 務 所 令和４（2022）年11月10日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

安 足 県 税 事 務 所 令和４（2022）年11月10日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

自 動 車 税 事 務 所
（「佐野支所」を含む。）

令和４（2022）年11月10日 〔注意事項〕
計１件（予算執行事務１件）

宇 都 宮 県 税 事 務 所 令和４（2022）年11月15日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

鹿 沼 県 税 事 務 所 令和４（2022）年11月15日 〔注意事項〕
計１件（財産・物品管理事務１件）

矢 板 県 税 事 務 所 令和４（2022）年11月18日 〔注意事項〕
計１件（財産・物品管理事務１件）

大 田 原 県 税 事 務 所 令和４（2022）年11月18日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

（保健福祉部）

監 査 対 象 機 関 名 監 査 年 月 日 監 査 の 結 果

県南健康福祉センター 令和４（2022）年11月７日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。
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県北健康福祉センター 令和４（2022）年11月８日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

矢板健康福祉センター 令和４（2022）年11月８日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

安足健康福祉センター 令和４（2022）年11月10日 〔注意事項〕
計１件（収入・支出事務１件）

栃木健康福祉センター 令和４（2022）年11月10日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

烏山健康福祉センター 令和４（2022）年11月10日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

県東健康福祉センター 令和４（2022）年11月15日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

保 健 環 境 セ ン タ ー 令和４（2022）年11月18日 〔注意事項〕
計１件（契約検収事務１件）

県西健康福祉センター 令和４（2022）年11月22日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

今市健康福祉センター 令和４（2022）年11月22日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

（産業労働観光部）

監 査 対 象 機 関 名 監 査 年 月 日 監 査 の 結 果

産 業 技 術 セ ン タ ー
（「繊維技術支援セン
ター」・「県南技術支援セ
ンター」・「紬織物技術支
援センター」・「窯業技術
支援センター」を含む。）

令和４（2022）年12月20日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

県央産業技術専門校
（「県北産業技術専門
校」・「県南産業技術専門
校」を含む。）

令和５（2023）年１月24日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

（県土整備部）

監 査 対 象 機 関 名 監 査 年 月 日 監 査 の 結 果

大 田 原 土 木 事 務 所 令和４（2022）年12月22日 〔注意事項〕
計１件（契約検収事務１件）

公 園 事 務 所 令和４（2022）年12月22日 〔注意事項〕
計１件（財産・物品管理事務１件）

真 岡 土 木 事 務 所 令和５（2023）年１月20日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

烏 山 土 木 事 務 所 令和５（2023）年１月24日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

日 光 土 木 事 務 所 令和５（2023）年１月26日 〔注意事項〕
計１件（工事事務１件）
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矢 板 土 木 事 務 所 令和５（2023）年１月27日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

宇 都 宮 土 木 事 務 所 令和５（2023）年１月31日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

栃 木 土 木 事 務 所 令和５（2023）年１月31日 〔指摘事項〕
　快適で安全な道づくり事業費（補助）に係る
道路改良工事の設計積算において、舗装工等の
一部を夜間に施工したにもかかわらず、所属内
の確認不足を要因として、労務単価の割増しを
行わなかったことにより、設計額が過小となっ
ているものが１件 627千円あった。

（工事事務）

〔指摘事項〕
　快適で安全な道づくり事業費（補助）に係る
道路標識工事の設計積算において、標識板の裏
面塗装を施工する場合に該当しないにもかかわ
らず、所属内の確認不足を要因として、裏面塗
装に係る加算額を計上したことにより、設計
額が過大となっているものが１件 396千円あっ
た。

（工事事務）

〔注意事項〕
計１件（契約検収事務１件）

安 足 土 木 事 務 所 令和５（2023）年１月31日 〔指摘事項〕
　元年災害復旧事業費（工事費）に係る護岸工
事の設計積算において、根固めブロックの据付
け場所を陸上とすべきところ、所属内の確認不
足を要因として、誤って水中としたことから、
設計額が過大となっているものが１件 693千円
あった。

（工事事務）

〔注意事項〕
計１件（契約検収事務１件）

鹿 沼 土 木 事 務 所 令和５（2023）年２月９日 〔注意事項〕
計４件（契約検収事務２件、工事事務１件、そ
の他財務事務１件）

（教育委員会事務局）

監 査 対 象 機 関 名 監 査 年 月 日 監 査 の 結 果

大田原女子高等学校
（「大田原東高等学校」
を含む。）

令和４（2022）年11月８日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

矢 板 東 高 等 学 校
（「矢板東高等学校附属
中学校」を含む。）

令和４（2022）年11月８日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

小 山 南 高 等 学 校 令和４（2022）年11月16日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。
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小 山 北 桜 高 等 学 校 令和４（2022）年11月16日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

那 須 高 等 学 校 令和４（2022）年11月22日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

黒 磯 南 高 等 学 校 令和４（2022）年11月22日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

国分寺特別支援学校 令和４（2022）年11月22日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

栃 木 特 別 支 援 学 校 令和４（2022）年11月22日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

宇都宮白楊高等学校 令和４（2022）年11月25日 〔注意事項〕
計１件（その他行政事務１件）

宇都宮商業高等学校 令和４（2022）年11月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

宇 都 宮 北 高 等 学 校 令和４（2022）年12月20日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

さくら清修高等学校 令和４（2022）年12月20日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

盲 学 校 令和４（2022）年12月22日 〔指摘事項〕
　令和２年度浄化槽水質検査の実施において、
所属内の確認不足により、執行伺等の事務手続
を一切行わず業務を依頼しただけでなく、点検
の事実や業者から支払を催促されている状況を
当時の担当者が報告せず、なおかつ管理者が
チェックしなかったことで、業者からの再三に
わたる支払の催促にもかかわらずこれを放置
し、未払となっているものがあった。
　今後は、厳格な業務管理体制の構築に向け、
組織運営のあり方を見直すとともに、実効性あ
る再発防止策となるよう管理者や担当者の役割
を明確にした上で適切な事務処理の徹底に努め
られたい。

（予算執行事務）

わかくさ特別支援学校 令和４（2022）年12月22日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

岡 本 特 別 支 援 学 校 令和４（2022）年12月22日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

栃 木 女 子 高 等 学 校 令和５（2023）年１月６日 〔指摘事項〕
　生徒の模擬試験受験料については、授業料や
その他の諸会費とともに一括して徴収し、準公
金として学年関係口座にいったん入金した後、
進路指導部の口座に振替のうえ、必要経費を支
出することとしていたが、統一した取扱いと
なっておらず、令和３年度については、一部を
学年関係口座から実態とは異なる名目で支出手
続を行い、現金化していた。当該現金について
は、現金出納簿等の帳簿類を作成せず簿外で管
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理するとともに、収入及び支出について伺いを
作成することなく処理しており、保管されてい
た領収書の中には使途が明記されていないもの
があるなど、管理状況が著しく不適切な状態で
あった。
　また、職員の事務作業ミスに伴い、卒業証書
を作成し直した事案については、県に責務があ
るにも関わらず、県費ではなく当該現金から支
払っていた。
　さらに、学年関係口座については、予算決算
の中で保護者等の承認を得ているものの、進路
指導部の口座の決算状況の報告は行われておら
ず、令和２年度末の 1,091,736円が預金として
滞留した状態となっている。
　今後は、通帳等管理会計事務処理基準に基づ
き準公金の厳格な管理と適正な執行に取り組む
とともに、滞留している預金や卒業証書の再作
成経費について関係者へ説明のうえ適切に対応
されたい。
　併せて、過年度分を含めた全ての準公金に係
る会計処理について精査のうえ実態を解明する
とともに、再発防止を徹底し、県民の不信を招
かぬよう取り組まれたい。

（その他行政事務）

総 合 教 育 セ ン タ ー 令和５（2023）年１月10日 〔注意事項〕
計１件（契約検収事務１件）

聾 学 校 令和５（2023）年１月10日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

宇 都 宮 高 等 学 校 令和５（2023）年１月12日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

宇都宮女子高等学校 令和５（2023）年１月12日 〔注意事項〕
計１件（契約検収事務１件）

馬 頭 高 等 学 校 令和５（2023）年１月12日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

矢 板 高 等 学 校 令和５（2023）年１月12日 〔注意事項〕
計１件（財産・物品管理事務１件）

今 市 高 等 学 校 令和５（2023）年１月16日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

今 市 工 業 高 等 学 校 令和５（2023）年１月16日 〔注意事項〕
計１件（その他行政事務１件）

鹿 沼 商 工 高 等 学 校 令和５（2023）年１月19日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

益 子 芳 星 高 等 学 校 令和５（2023）年１月19日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。
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那 須 特 別 支 援 学 校 令和５（2023）年１月19日 〔指摘事項〕
　期末手当及び勤勉手当において、所属内の確
認不足により、在職期間等の算定を誤ったこと
から、過支給となっているものが２件 730,033
円あった。
　当該手当は、算定誤りの内容により支給額へ
の影響が大きくなる可能性があるため、今後は
支給要件の確認を確実に行うなど、適正な事務
執行に努められたい。

（給与事務）

学 悠 館 高 等 学 校 令和５（2023）年１月24日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

佐 野 高 等 学 校
（「佐野高等学校附属中
学校」を含む。）

令和５（2023）年１月24日 〔注意事項〕
計１件（財産・物品管理事務１件）

鹿 沼 南 高 等 学 校 令和５（2023）年１月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

石 橋 高 等 学 校 令和５（2023）年１月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

鹿 沼 高 等 学 校 令和５（2023）年１月26日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

鹿 沼 東 高 等 学 校 令和５（2023）年１月26日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

上 都 賀 教 育 事 務 所 令和５（2023）年１月27日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

下 都 賀 教 育 事 務 所 令和５（2023）年１月27日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

栃 木 高 等 学 校 令和５（2023）年１月27日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

栃 木 農 業 高 等 学 校 令和５（2023）年１月27日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

佐 野 東 高 等 学 校 令和５（2023）年１月27日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

足 利 高 等 学 校 令和５（2023）年１月27日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

那 須 教 育 事 務 所 令和５（2023）年１月31日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

安 足 教 育 事 務 所 令和５（2023）年１月31日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

河 内 教 育 事 務 所 令和５（2023）年２月３日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

芳 賀 教 育 事 務 所 令和５（2023）年２月３日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。
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塩谷南那須教育事務所 令和５（2023）年２月３日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

富 屋 特 別 支 援 学 校 令和５（2023）年２月３日 〔指摘事項〕
　鹿沼分校校外学習バス運行業務委託におい
て、見積書と異なる金額を記載した契約書を締
結し、本校で支出手続を行う際にも、契約書の
金額が異なっていることを見過ごしたままと
なっていた。
　起案した分校と本校での連携及び確認が不足
していたことから、今後は、速やかに是正措置
を講じるとともに、再発防止に向けて事務処理
体制を見直すなど適切な契約事務の執行に努め
られたい。

（契約検収事務）

特別支援学校宇都宮
青 葉 高 等 学 園

令和５（2023）年２月３日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

佐 野 松 桜 高 等 学 校 令和５（2023）年２月６日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

足 利 清 風 高 等 学 校 令和５（2023）年２月６日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

真 岡 女 子 高 等 学 校 令和５（2023）年２月６日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

真 岡 北 陵 高 等 学 校 令和５（2023）年２月６日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

真 岡 工 業 高 等 学 校 令和５（2023）年２月６日 〔指摘事項〕
　借入物品である教育用コンピュータ及びその
附属機器の物品管理において、プロジェクタ１
台を令和元年度に紛失したにもかかわらず、コ
ンプライアンス意識の不足を要因として、令和
４年度まで２年以上にわたり所管課に報告して
おらず管理が著しく不適切であった。
　今後は、物品の厳格な管理体制を構築すると
ともに、所属におけるコンプライアンスを徹底
されたい。

（財産・物品管理事務）

〔指摘事項〕
　令和３年度高等学校等就学支援金の認定事務
において、所属内の確認不足により、支援金の
支給を申請されたにもかかわらず未申請である
ものとして処理し、授業料を徴収していたも
のが９件 267,300円、支給対象でないにもかか
わらずその支給を決定し、本人から授業料を
徴収せず、支援金を支出していたものが１件 
118,800円それぞれあった。
　今後は、実効性ある再発防止策を講じるな
ど、適切な事務処理の徹底に努められたい。

（許認可等の事務処理）
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黒 羽 高 等 学 校 令和５（2023）年２月６日 〔注意事項〕
計１件（給与事務１件）

のざわ特別支援学校 令和５（2023）年２月６日 〔注意事項〕
計１件（収入・支出事務１件）

益 子 特 別 支 援 学 校 令和５（2023）年２月６日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

宇都宮中央女子高等学校 令和５（2023）年２月13日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

宇都宮中央高等学校 令和５（2023）年２月13日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

小 山 西 高 等 学 校 令和５（2023）年２月24日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

（警察本部）

監 査 対 象 機 関 名 監 査 年 月 日 監 査 の 結 果

真 岡 警 察 署 令和４（2022）年10月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

大 田 原 警 察 署 令和４（2022）年10月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

日 光 警 察 署 令和４（2022）年10月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

茂 木 警 察 署 令和４（2022）年10月25日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

栃 木 警 察 署 令和４（2022）年11月16日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

小 山 警 察 署 令和４（2022）年11月22日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

宇 都 宮 中 央 警 察 署 令和４（2022）年12月23日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

宇 都 宮 東 警 察 署 令和４（2022）年12月23日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

宇 都 宮 南 警 察 署 令和４（2022）年12月23日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

那 須 塩 原 警 察 署 令和４（2022）年12月23日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

鹿 沼 警 察 署 令和４（2022）年12月23日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

下 野 警 察 署 令和４（2022）年12月23日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

今 市 警 察 署 令和４（2022）年12月23日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

さ く ら 警 察 署 令和４（2022）年12月23日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。
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矢 板 警 察 署 令和４（2022）年12月23日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

那 珂 川 警 察 署 令和４（2022）年12月23日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

足 利 警 察 署 令和５（2023）年２月16日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

佐 野 警 察 署 令和５（2023）年２月16日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

那 須 烏 山 警 察 署 令和５（2023）年２月16日 　指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する
ものは認められなかった。

※指摘事項：事務が著しく不適正又は経済性、効率性及び有効性の観点から著しく不適切と認められるも
の

注意事項：指摘事項には至らないが注意を要すると認められるもの
検討事項：指摘事項及び注意事項以外の、事務事業の執行に課題がある場合で、改善に向けて特に検討

を要すると認められるもの
───────────────────────────────────────────────
栃木県監査委員告示第３号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第７項及び栃木県監査委員監査基準の規定に基づく財政的援助
団体等の監査を執行したので、同条第９項の規定により、その結果を次のとおり公表する。
　　令和５（2023）年３月10日

栃木県監査委員　　森　　澤　　　　　隆　　
　　　同　　　　　鎌　　形　　俊　　之　　
　　　同　　　　　三　　森　　文　　徳　　
　　　同　　　　　琴　　寄　　昌　　男　　

第１　監査の対象
　地方自治法第199条第７項の規定に基づき、補助金等交付団体（補助金、交付金、負担金、貸付金等の
財政的援助を行っている団体）、出資団体（資本金、基本金等の４分の１以上を出資している団体）、公の
施設の管理者等の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行について、原則として令和３（2021）
年度執行分のほか、必要に応じ、他年度の執行分も対象とした。

第２　監査の実施内容
　監査の対象とした団体において、その事業が、補助等の目的に沿って適切に行われているかなどに主眼
をおき、証拠書類等を照合し、必要な資料の提出を求め、関係職員の説明を聴取するなどの方法により監
査を実施した。

第３　監査の結果
　監査の結果は次のとおりである。

監査対象団体等名 監 査 年 月 日 監 査 の 対 象 監 査 の 結 果

栃木県土地開発
公 社

令和５（2023）年
１月12日

　団体の運営状況及び次の負担
金等に係る出納その他の事務の
執行状況
○出資金
○負担金
・地方職員共済組合負担金
○債務保証
・事業資金借入に係る債務保証

　団体の運営及び負担金等に
係る事業は、設立目的等に
沿って適正に執行されたもの
と認められた。

学 校 法 人 令和４（2022）年 　次の補助金に係る出納その他 　補助金に係る事業は、目的
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宇 都 宮 学 園
（注）

12月22日 の事務の執行状況
○補助金
・小・中・高校運営費補助金
・私立高等学校等ＩＣＴ環境整
備支援事業費補助金
・私立高等学校等入学料減免補
助金
・私立学校修学旅行追加的費用
支援事業費補助金
・授業目的公衆送信補償金補助
金
・私立高等学校授業料減免補助
金

に沿って適正に執行されたも
のと認められた。

学 校 法 人
矢板中央高等学校

令和５（2023）年
２月３日

　次の補助金等に係る出納その
他の事務の執行状況
○補助金
・小・中・高校運営費補助金
・私立高等学校等入学料減免補
助金
・私立学校修学旅行追加的費用
支援事業費補助金
・私立高等学校等ＩＣＴ環境整
備支援事業費補助金
・結核予防費補助金
・幼稚園運営費補助金
○交付金
・高等学校等就学支援金事務費
交付金

　補助金等に係る事業は、目
的に沿って適正に執行された
ものと認められた。

株 式 会 社
日光自然博物館

令和４（2022）年
12月20日

　団体の運営状況及び公の施設
の管理状況
○出資金
○公の施設
・栃木県立日光自然博物館
・栃木県奥日光地区駐車場
・栃木県中禅寺湖畔国際避暑地
記念施設

　団体の運営及び公の施設の
管理は、設立目的等に沿って
適正に執行されたものと認め
られた。

地方独立行政法人
栃 木 県 立
が ん セ ン タ ー

令和５（2023）年
１月12日

　団体の運営状況及び次の補助
金等に係る出納その他の事務の
執行状況
○出資金
○補助金
・新型コロナウイルス感染症対
策入院病床確保事業費補助金
・栃木県新型コロナウイルス感
染症対策医療機関協力金
・がん診療連携拠点病院機能強
化事業費補助金
・新型コロナウイルス感染症対
策体制整備事業費補助金（医
療従事者応援金）

〔注意事項〕
計１件（出資出捐１件）
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・栃木県新型コロナウイルス感
染症設備整備事業費補助金
・新型コロナウイルス感染症対
策医療従事者応援寄付金
・栃木県新型コロナウイルスワ
クチン個別接種促進協力金
・認定看護師養成支援等事業費
補助金
○負担金
・（地独）栃木県立がんセン
ター事業負担金
○貸付金
・（地独）栃木県立がんセン
ター貸付金

日 本 赤 十 字 社
芳賀赤十字病院

令和５（2023）年
１月20日

　次の補助金等に係る出納その
他の事務の執行状況
○補助金
・新型コロナウイルス感染症対
策入院病床確保事業費補助金
・栃木県新型コロナウイルス感
染症対策医療機関協力金
・地域周産期医療機関運営費補
助金
・新型コロナウイルス感染症対
策救急等医療提供体制確保事
業協力金
・新型コロナウイルス感染症対
策体制整備事業費補助金（医
療従事者応援金）
・地域がん診療病院機能強化事
業費補助金
・栃木県新型コロナウイルス感
染症設備整備事業費補助金
・新型コロナウイルス感染症対
策医療従事者応援寄付金
・新型コロナウイルス感染症患
者等入院医療機関外国人患者
受入体制確保事業費補助金
・救急救命士病院実習受入促進
費補助金
・緊急分娩体制整備事業費補助
金
・へき地医療施設運営費等補助
金
・短期入所事業所整備促進事業
費補助金
・新人看護職員研修事業費補助
金
○貸付金
・公的医療機関施設整備資金貸
付金

　補助金等に係る事業は、目
的に沿って適正に執行された
ものと認められた。
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公 益 財 団 法 人
栃木県臓器移植
推 進 協 会

令和５（2023）年
２月３日

　団体の運営状況
○出資金

　団体の運営は、設立目的に
沿って適正に執行されたもの
と認められた。

学校法人北城学園 令和５（2023）年
２月13日

　次の補助金に係る出納その他
の事務の執行状況
○補助金
・幼稚園運営費補助金
・幼稚園緊急環境整備事業費補
助金

　補助金に係る事業は、目的
に沿って適正に執行されたも
のと認められた。

佐野商工会議所 令和５（2023）年
２月16日

　次の補助金に係る出納その他
の事務の執行状況
○補助金
・小規模企業経営支援事業費補
助金

　補助金に係る事業は、目的
に沿って適正に執行されたも
のと認められた。

真岡商工会議所 令和５（2023）年
２月16日

　次の補助金に係る出納その他
の事務の執行状況
○補助金
・小規模企業経営支援事業費補
助金

　補助金に係る事業は、目的
に沿って適正に執行されたも
のと認められた。

公 益 財 団 法 人
栃 木 県 農 業
振 興 公 社

令和４（2022）年
11月25日

　団体の運営状況及び次の補助
金に係る出納その他の事務の執
行状況並びに公の施設の管理状
況
○出資金
○補助金
・農地集積・集約化対策事業費
補助金
・農業人材力強化総合支援事業
費補助金
・農地売買等支援事業費補助金
・食と農の理解促進事業費補助
金
・意欲ある新規就農者の確保育
成事業費補助金
○公の施設
・とちぎ花センター
・栃木県なかがわ水遊園

　団体の運営及び補助金に係
る事業並びに公の施設の管理
は、設立目的等に沿って適正
に執行されたものと認められ
た。

栃 木 県 道 路
公 社

令和５（2023）年
１月12日

　団体の運営状況及び次の補助
金等に係る出納その他の事務の
執行状況
○出資金
○補助金
・栃木県道路公社の日塩有料道
路償還事業費補助金
○負担金
・地方職員共済組合負担金
○債務保証
・事業資金借入に係る債務保証

　団体の運営及び補助金等に
係る事業は、設立目的等に
沿って適正に執行されたもの
と認められた。
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栃木県住宅供給
公 社

令和５（2023）年
１月12日

　団体の運営状況及び次の負担
金に係る出納その他の事務の執
行状況
○出資金
○負担金
・地方職員共済組合負担金

　団体の運営及び負担金に係
る事業は、設立目的等に沿っ
て適正に執行されたものと認
められた。

と ち ぎ 県 南
不動産業協同組合

令和５（2023）年
２月13日

　公の施設の管理状況
○公の施設
・県営住宅（佐野地区）
・県営住宅（足利地区）

　公の施設の管理は、目的に
沿って適正に執行されたもの
と認められた。

日光緑化グループ 令和５（2023）年
１月16日

　公の施設の管理状況
○公の施設
・栃木県日光だいや川公園

　公の施設の管理は、目的に
沿って適正に執行されたもの
と認められた。

いちご一会とちぎ
国体・とちぎ大会
実 行 委 員 会

令和５（2023）年
２月15日

　次の負担金に係る出納その他
の事務の執行状況
○負担金
・いちご一会とちぎ国体・とち
ぎ大会実行委員会負担金

　負担金に係る事業は、目的
に沿って適正に執行されたも
のと認められた。

一 般 財 団 法 人
日光市公共施設
振 興 公 社

令和４（2022）年
12月20日

　公の施設の管理状況
○公の施設
・栃木県立日光霧降アイスア
リーナ

　公の施設の管理は、目的に
沿って適正に執行されたもの
と認められた。

第 77回国民体育
大 会 栃 木 県
競技力向上対策
本 部

令和５（2023）年
２月15日

　次の負担金に係る出納その他
の事務の執行状況
○負担金
・第77回国民体育大会栃木県競
技力向上対策本部負担金

　負担金に係る事業は、目的
に沿って適正に執行されたも
のと認められた。

（注）地方自治法第199条の２の規定により、鎌形俊之委員は学校法人宇都宮学園の監査手続に加わらな
かった。

※指摘事項：事務が著しく不適正又は経済性、効率性及び有効性の観点から著しく不適切と認められるも
の

注意事項：指摘事項には至らないが注意を要すると認められるもの
検討事項：指摘事項及び注意事項以外の、事務事業の執行に課題がある場合で、改善に向けて特に検討

を要すると認められるもの
───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○技術提案書の提出に関する公告（特定調達公告）
　次のとおり技術提案書の提出を招請するので公示する。
　　令和５（2023）年３月10日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　業務概要
⑴　業務名
栃木県立学校間情報ネットワークシステム整備業務　一式

⑵　業務内容
　栃木県の全ての県立学校等を対象とした栃木県立学校間情報ネットワークシステム（おおるりネット）
のシステム機器の更新、県立学校等を結ぶ情報ネットワーク及び県立学校内の無線LAN整備並びにシス
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テムの運用
⑶　機器賃貸借及び保守委託期間
　令和６（2024）年３月１日（金）から令和11（2029）年２月28日（水）まで
　なお、この契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３に規定する長期継続契約として実
施する。そのため、契約に当たっては、県の各年度予算において、当該契約に係る経費が減額又は削除さ
れたときに契約を変更又は解除できる旨の特約を付す。
⑷　提案上限額
　５年総額　3,423,190,000円（消費税及び地方消費税を含む。）

２　参加資格
　　本プロポーザルに参加する者は、次に掲げる要件を全て満たしていること。
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しないこと。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、情報関連サービス、リースレンタル
又は通信サービスの入札参加資格を有する者であること。なお、資格を有していない者は、技術提案書の
提出期限までに当該資格を取得すること。
⑶　令和５（2023）年３月10日（金）から同年５月25日（木）までの間において、栃木県競争入札参加資格
者指名停止等措置要領（平成22（2010）年３月12日付け会計第129号）に基づく指名停止期間中でない者
であること。
⑷　ISMS適合性評価制度の認証【JISQ27001（ISO/IEC27001）】又はプライバシーマーク制度【Pマーク】
の認定を取得している者。
⑸　都道府県又は市町村の教育システム導入業務を受託した実績を有する者又はこれと同程度の技術及び知
識を有すると認められる者であること。

３　審査基準
⑴　参加資格審査
ア　企業経営状況等審査
イ　業務実績審査
ウ　実施体制及び技術者等審査
エ　総合評価審査
⑵　技術提案審査
ア　提案内容適格事項審査
イ　企業審査
ウ　提案必須項目審査
エ　プレゼンテーション審査
オ　費用対効果審査
カ　総合評価審査

４　調達の手続等
⑴　担当部局
〒320-8501　栃木県宇都宮市塙田１-１-20
栃木県教育委員会事務局施設課（栃木県庁南別館４階）
電話：028-623-3374
電子メール：sisetsu@pref.tochigi.lg.jp
受付時間：土曜日、日曜日及び祝日を除く午前９時から午後４時まで（正午から午後１時を除く。）

⑵　実施要領等の配布
ア　配布期間
令和５（2023）年３月10日（金）午後１時から同月24日（金）正午

イ　配布場所
⑴の場所において交付するほか、栃木県ホームページに掲載する。

⑶　参加表明書の提出
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　本プロポーザルへの参加を希望する者は、参加表明書作成要領に基づき参加表明書を作成し、２⑷を証
明する書類（写し可）を添えて、次により提出すること。
ア　提出期限
令和５（2023）年４月５日（水）午後４時（郵送の場合は必着）

イ　提出場所
⑴と同じ

ウ　提出方法
郵送（書留郵便に限る。）又は持参（⑴の受付時間）

⑷　技術提案書の提出
　技術提案書の提出依頼を受けた者は、技術提案書提出依頼書に基づき技術提案書を作成し、次により提
出すること。
ア　提出期限
令和５（2023）年５月25日（木）午後４時（送付の場合は必着）

イ　提出場所
⑴と同じ

ウ　提出方法
　送付（送付にあっては、書留郵便又はそれと同等の手段により提出すること。）又は持参（⑴の受付
時間）

５　その他
⑴　契約の手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨
⑵　契約書の作成を要する。
⑶　令和５（2023）年度栃木県一般会計予算が原案どおり成立しなかった場合には、本調達の変更を行うこ
とがある。
⑷　詳細は、実施要領等による。
６　Summary
　⑴　Subject matter of the contract:
　　　Developing the Management System for Tochigi Inter-prefectual-school Networking 1set
　⑵　Deadline for submission of application documents: 
　　　4:00 p.m., April 5, 2023
　⑶　Deadline for submission of propasal documents: 
　　　4:00 p.m., May 25 , 2023
　⑷　Information is available at:
　　　Financial Affairs Section, School Facilities Division
　　　Tochigi Prefectural Board of Education
　　　1-1-20 Hanawada, Utsunomiya, Tochigi 320-8501 
　　　TEL 028-623-3374
　　　E-mail sisetsu@pref. tochigi. lg. jp

（教育委員会事務局施設課）　
───────────────────────────────────────────────
　　　○入札公告
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　令和５（2023）年３月10日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　件名及び数量　栃木県防災行政無線設備移動系基地局無線中継所で使用する電力の供給
年間予定使用電力量　35,000kＷh

⑵　需給に係る特質等　入札説明書による。
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⑶　需給期間　令和５（2023）年４月１日から令和８（2026）年３月31日まで
　なお、この契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３に規定する長期継続契約として実
施する。そのため、契約にあたっては、県の各年度予算において当該契約に係る経費が減額又は削除され
たときに契約を変更又は解除できる旨の特約を付す。
⑷　需給場所　栃木県栃木市柏倉町3945-３　柏倉中継所内　外３箇所
２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、電力供給の入札参加資格を有する者
と決定された者であること。
⑶　令和５（2023）年３月10日（金）において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平成22
（2010）年３月12日付け会計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であること。
⑷　電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条の２の規定に基づき小売電力事業者として登録を受けてい
る者であること。
⑸　二酸化炭素排出係数、環境への負荷低減に関する取組の状況に関する条件における合計点数が70点以上
の者であること。なお、当該配点については入札説明書による。

３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する課の名称等及び契約内容の縦覧場所
〒320-8501　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号
栃木県県民生活部危機管理課危機・防災情報担当　電話028-623-2133

⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所
　令和５（2023）年３月10日（金）から同月17日（金）まで入札情報システム上で公開する。
　なお、来庁による交付の場合は、同期間（土曜日及び日曜日を除く。）の午前９時から午後４時まで⑴
の場所において交付する。
⑶　入札及び開札の日時及び場所
ア　入札書の提出期限、提出日時及び場所
　令和５（2023）年３月20日（月）午後４時までに、電子入札システムにより提出すること。（ただ
し、紙による入札参加の承諾を得た者（以下「紙入札者」という。）にあっては、書留郵便で⑴の場所
に郵送すること。）
イ　開札の日時及び場所
令和５（2023）年３月22日（水）　午後２時
栃木県庁本館８階　県民生活部危機管理課

⑷　その他
　入札に参加しようとする者は、次のとおり入札に参加するものに必要な資格の確認を受けること。
ア　入札参加申請書類の提出期間、提出場所及び提出方法
　令和５（2023）年３月17日（金）午後４時までに、電子入札システムにより提出すること。（ただ
し、紙入札者にあっては、同日午後４時までに書留郵便で⑴の場所へ郵送すること。）。
イ　確認結果の通知
令和５（2023）年３月20日（月）までに通知する。

４　その他
⑴　入札保証金及び契約保証金　免除
⑵　入札の無効　２の入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった
者の提出した入札書及び栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第156条第３号から第７号までに
掲げる入札に係る入札書は、無効とする。
⑶　落札者の決定方法　栃木県財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で、
最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑷　入札の変更等　令和５（2023）年度栃木県一般会計予算が原案どおり成立しなかった場合には、この入
札の変更等を行うことがある。
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発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,120円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

⑸　その他　詳細は、入札説明書によるほか、電子調達に関し必要な事項は、栃木県物品等電子調達実施要
領及び栃木県物品等電子調達運用基準の定めるところによる。

（危機管理課）　
───────────────────────────────────────────────


